
明日香村農林産物等交流促進施設設置条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則 

令和２年３月17日 

規則第１号 

 

明日香村農林産物等交流促進施設設置条例の一部を改正する条例（令和

元年明日香村条例第１１号）の施行期日は、令和２年４月１日とする。 

 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


